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行政相談のお知らせ

●１０月１９日（月）　ふれあいプラザ

●１０月２０日（火）　やすらぎ館（瀬棚区）

●１０月２２日（木）　若松基幹集落センター

●１０月２３日（金）　丹羽活性化センター

　上記いずれも午前10時から12時

●10月２３日（金）　大成町民センター

　・午後１時から３時

　

「秋の行政相談週間」１０月１９日（月）〜２５日（日）
　行政相談週間にちなんで、次のとおり特設行政相談所を

開設します。毎日の暮らしの中で、国の役所や特殊法人な

どが行なっている仕事について、困っていること、納得で

きないこと、意見をお持ちの方はお気軽においでください。

相談は無料で、秘密は守られます。

●相談内容　

　年金、老人保健・福祉、道路、登記、雇用保険等

●行政相談委員／山田卓哉さん(北檜山区・瀬棚区）

　　　　　　　　西村スミ子さん（大成区）

特定不妊治療費助成事業の助成額拡大のお知らせ

●北海道では、国の「緊急経済対策」による不妊治療に係る助成額の拡大を受けて、特定不妊治療を

受けている方の経済的な負担の軽減を図るため、特定不妊治療費助成事業を行い、従来助成限度額の

１０万円から１５万円に拡大することとしました。

●平成２１年度に特定不妊治療費助成事業の申請を既に行った方で、１０万円以上の特定不妊治療費がか

かった方についても、追加申請をすることで、平成２１年４月１日に遡って、１０万円を超えた額の助成

（最大５万円）を受けることができますので、下記あてにお問合せください。

●ただし、助成額の拡大（１０万円→１５万円）については平成２１年度限りの措置です。

■問い合わせ先　北海道渡島保健福祉事務所八雲地域保健部（八雲保健所）

　　　　　　　　健康推進課保健予防係　殺0137-63-2168
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追加申請対象者閣
　　平成２１年度特定不妊治療費助成事業の申請者を既に行った者のうち、１回の治療につき１０万

　円以上の額を申請し、助成対象経費が１０万円を超える者で、１０万円の交付を受けている者。
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◆北海道が所有する土地の売却について◆

　道有未利用地を一般競争
入札により売却しますので、
購入を希望される方は、お気
軽にお問い合わせください。

■問い合わせ先／北海道総務部総務課財産運用グループ　殺011-204-5056
　　　　　　　　札幌市中央区北３条西６丁目
　　　　　　　　http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/sum/kzi/home/douyuutiuriharai.htm

入札執行予定日・場所区分・地目・地積所在地番
平成21年11月上旬

檜山支庁

土地・宅地

1,298.86㎡

久遠郡せたな町北檜山区

北檜山235番11

物件の概要

蕎講師　内田産婦人科医院（福岡県）
　　　　助産師　内田美智子さん
蕎日時　平成２１年１０月２２日（木）
　　　　午前１０時から１１時４５分（受付9:30～）
蕎場所　ぱぴあ八雲　コミセンホール
　　　　八雲町本町110-1（殺0137-68-2228）
蕎主催　八雲保健所
蕎その他　託児あります（子ども１人200円）

■申込先・締め切り
　　10月１３日(月）まで
　　八雲保健所健康推進課　殺0137-63-2168

「ここ～食卓から始まる生教育」
食育講演会

入場
無料
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では、この

ほど財団法人自治総合センターの「コミュニティ事

業」の助成を受け、祭典事業運営に必要な山車・踊

り用太鼓や、放送機器、照明機器、集合テント等を

整備しました。

　人口が年々減少していく地域であっても、山車・

踊り用太鼓などの整備により、地域の連帯感と協

力体制が維持され、また祭典事業に限らず３世代

の交流がより活発化していくことが期待されてい

ます。

宮野・平浜子供育成会

でも、９月１５日

に開催された真駒内神社例大祭で使用した長胴太

鼓・和太鼓の張替、袢纏・ゆかた及び放送設備等を

整備しました。　

北檜山区元町町内会

「コミュニティ助成事業」

財団法人自治総合センターが宝くじ受託事業

収入を財源として、「住民が自主的に行うコ

ミュニティ活動の促進と地域の連帯感・自治

意識の推進を図る」とともに、宝くじの普及広

報を目的として行われているものです。

　経済的な理由で国民年金保険料を納めることが、
困難な場合には、保険料の免除制度があります。
　基礎年金国庫負担割合が、1/3から1/2に引き上げ
られたことにより、「平成21年4月以降」の国民年金
保険料免除期間については、全額免除の場合で通常
の保険料を支払った場合の1/2の年金額が支払われ
ることになります。一部免除についても、それぞれ
の割合で年金額へ反映されます。
　国民年金保険料の免除申請は、郵便による申請も
可能となっております。申請書は、役場窓口、また
は社会保険事務所に備えつけていますのでお問い
合わせください。
                              年金ダイヤル殺011-204-5056

基礎年金の国庫負担割合が引き上げ

～ コミュニティ事業～  コミュニティ事業  ～～


